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公的機関を名乗る電話に注意！！ 

公的機関を名乗る不審な電話に関する相談が、依然として寄せられています。「個人情報を削除

する」「給付金の支給がある」などの電話は詐欺の手口なので、注意してください。 

 

【県内事例①】 

公的機関を名乗るＡから「あなたの個人情報が３社に登録されている。削除してあげる。」と

電話があった。依頼するとＡから「２社は削除できたが、残りのＢ社の登録を削除するために

は、代わりの人を立てる必要がある。」と言われた。知り合いに迷惑をかけられないので断った

ら、ＡがＣという男性を探してくれた。Ａに言われＣにお礼の電話をかけると「Ｂ社の番号が

必要だ。」と言われ、番号を伝えた。その後Ａから「Ｃがあなたの名前と番号でＢ社に振り込み

をした。商取引法違反なので罰を受ける。信用問題のため、警察にも家族にも秘密にするよう

に。」と言われた。                           （７０代女性） 

 

【県内事例②】 

 携帯電話に不在着信があり、その番号に電話した。すると「厚生労働省です。臨時給付金が

あります。本日までにショートメールで連絡しなければ消滅します。」という自動ガイダンスが

流れた。臨時給付金には身に覚えがない。               （５０代男性） 

 

 

 

 

１．「個人情報の削除」について、公的機関から電話をかけることはありません。そ 

のような電話を受けたときは、すぐに電話を切ってください。 

２．電話で話しているうちに、個人情報を聞き出される場合もあります。住所や口座 

  番号などは決して教えないようにしましょう。 

３．不安な場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。 
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